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Ａ．研究目的 

  臓器提供を行う事ができるいわゆる五類型とい

われる施設は全国に909施設するが、脳死下臓器

提供の体制が整っている施設は半数に満たない44

5施設(48.5%)、さらに過去に臓器提供の経験がある

施設がその半数と五類型施設の訳4分の１にとどま

っている。その原因は、脳死下臓器提供の症例数

が少なく施設毎の経験数は限られることが大きな要

因である。経験のある施設でも経験数は少ないた

め経験の蓄積は難しい。よって、単施設ではなく複

数の施設で経験を共有する必要がある。また、臓

器提供には救急・集中治療部門、臨床検査部門、

手術部門、など病院全体の協力が必要であり、特

に経験の浅い病院にとって負荷のかかるイベントで

ある。地域内の病院で経験を共有しながら、負担の

かかる提供時には施設間での支援が出来る体制

の構築を目指した。また、患者の臓器提供の希望 

 

 

が明らかとなった後の相互支援に加え、患者の思

いを患者家族と共に考えていくための体制整備に

ついても施設間で協力して構築していくことを目的

とした。 

 

Ｂ．研究方法 

  臓器提供の意思が明確になった後の施設間相

互支援に関しては、2019年に作成した臓器提供症

例発生時の支援依頼の流れに沿って施設間の連

携を行った。 

 県内の臓器提供に関する情報の共有と事業の方

針を決定するため評議会を設立した。協議会には

臓器提供の経験を有し、法的脳死判定についても

他院に支援に行ける医師に参加を求めた。 

 臓器提供の可能性がある症例を把握し、臓器提

供の視点から適切な診療とケアが出来ていたのか
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どうか後方視的に検討できるよう、脳損傷によりGC

S3となった症例のレジストリを開始することとした。

連携事業に参加する多施設で情報を共有するた

め研究計画書を作成し拠点施設の倫理委員会に

審査を依頼した。 

Ｃ．研究結果 

  2020年度は新型コロナ感染症の影響で施設間

の人的交流が避けられ、臓器提供における人的な

相互支援を行う機会はなかった。しかし、本事業の

協議会や県の臓器移植コーディネーターを通して

新型コロナ感染症下の臓器提供に関する注意事

項を共有し、3例の脳死下臓器提供、2例の心停止

後臓器提供を行う事が出来た。 

 脳損傷によりGCS3となった症例のレジストリにつ

いては、連携施設ミーティングでの議論から多施設

での症例情報の共有となり症例情報を院外に出す

事になるため臨床研究として倫理審査を経るべき

であるとの方針となった。連携施設ミーティングでの

議論を行い研究計画書を作成、拠点施設の倫理

委員会で承認を得た。今後、連携施設でも倫理審

査を通したうえで、多施設でのデータ収集を開始し

ていく方針である。 

 

Ｄ．考察 

  臓器提供時の人的施設間交流は、今年度新型

コロナウイルス感染の影響で行うことが出来なかっ

た。各医療機関が患者面会の禁止、学生その他の

研修の禁止、集合研修の禁止、など新型コロナウ

イルスが院内に入らない様に様々な対策を講じる

中、臓器提供に関する人的支援も敬遠されることと

なった。よって今年度は連携施設内でも臓器提供

の経験があり院内のスタッフのみで対応が可能な

施設での提供に限られた。 

 一方で、情報の施設間支援として新型コロナ感

染症が流行する中での臓器提供時の対策につい

ては、県内の施設での経験を蓄積し後の事例に生

かすことが出来た（図１．２）。最初に経験した施設

での対応を、その後に経験した施設と共有し各施

設での対応に生かすとともに、経験毎に改善を重

ねることが出来た。連携施設間で経験を共有し臓

器提供を行いやすい環境を作ることが出来たので

はないかと考える。 

 脳損傷によりGCS3となった症例のレジストリは、

研究計画書を作成の上、倫理委員会の承認を得

た（図３．４）。脳損傷によりGCS3となった症例では、

そのご家族の動揺も大きいであろうと予想される。

その家族には早期から適切な介入が必要である。

治療が出来る状態であれば、その目標を主治医チ

ームと共有できるように支援する。また、回復できる

かどうか不明確な場合にはその不安な気持ちに寄

り添うことが必要であろう。さらに、予後評価を行っ

た後に回復の見込みがないと判断された際には、

看取りについて家族と一緒に考えていく必要があ

る。看取りの選択肢の一つとして臓器提供がある。

レジストリに挙げられた症例の振り返りを通して、患

者が終末期にどのような看取りを望んでいたのか、

患者家族と共に考えていける家族支援体制を整え

ていきたい。 

 脳損傷によりGCS3となった症例は、臓器提供の

可能性を考える症例でもある。このレジストリを検証

し、臓器提供が可能であった症例はどのくらいある

のか、そのうち、どのくらいの症例が実際に臓器提

供に至っているのか、臓器提供に至らなかった理

由はどこにあるのか、などを検討することが可能と

なる。その検討を通して、臓器提供のプロセスを見

直していく予定である。 

 

Ｅ．結論 

  臓器提供に関する地域内の連携体制を構築を

すすめた。今年度は、臓器提供時の人的支援は新

型コロナ感染症の影響で出来なかったが、臓器提

供時の感染対策を地域内で共有していくことが出

来た。脳損傷によりGCS3となった症例のレジストリ

に関し、研究計画を策定し倫理委員会の承認を得

ることが出来た。来年度以降、レジストリの運用を開

始していく予定である。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 なし 

 

Ｇ．研究発表 

 1.  論文発表 

  なし 
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2.  学会発表 
  なし 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
 
 1. 特許取得 
  なし 
 2. 実用新案登録 
  なし 
 3.その他 

 なし 
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図１．A 病院の対応 
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図２．B 病院の対応 
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図３．研究計画書 
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図４．審査結果通知書 
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